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1. 令和 6 年度税制改正大綱におけるプラットフォーム課税の骨子

ポストインボイス制度の消費税制度は、国外事業者に係る消費税の課税の適正化に照準が合わされた。 

令和 5 年 12 月 14 日に公表された令和６年度税制改正大綱において、「第一 令和６年度税制改正の基本的考え方

等」の「3 経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し」「(3)グローバル化を踏まえた税制の見直し」の一つとして③プラットフ

ォーム課税が挙げられた。 

「デジタルサービス市場の拡大によりプラットフォームを介して多くの国外事業者が国内市場に参入している中で、国外事業者

の納めるべき消費税の捕捉や調査・徴収が課題となっている。こうした課題に対し、諸外国では、事業者に代わってプラットフ

ォーム事業者に納税義務を課す制度（プラットフォーム課税）が導入されている。わが国においても、国内外の事業者間の競

争条件の公平性や適正な課税を確保するため、プラットフォーム課税を導入する。導入に当たっては、国内の事業者に影響

が出ないよう国外事業者が提供するデジタルサービスを対象とし、また、対象となるプラットフォーム事業者は、高い税務コンプ

ライアンスや事務処理能力が求められること等を考慮して、一定の規模を有する事業者とする。」

(1) 特定プラットフォーム事業者に消費税の納税を求める

国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う電気通信利用役務の提供（事業者向け電気通信利用役務の提供に

該当するものを除く。以下同じ。）のうち、国税庁長官の指定を受けたプラットフォーム事業者（以下「特定プラットフォーム事

業者」）を介してその対価を収受するものについては、特定プラットフォーム事業者が行ったものとみなされる。 

現在先進国で導入されているプラットフォーム課税は、「deemed supplier」モデルを基本とし、契約上は販売主体ではないプ

ラットフォーム事業者をあたかも販売主体かのようにみなして、みなし売上に係る税金の納付を求める仕組みとなっている。大

綱では、みなし仕入れの国外事業者並びにプラットフォーム事業者での課税上の取扱いについては明記されておらず今後立

法化の過程で検討がされると見込まれる。

2) 対象となる取引

国税庁長官が指定する特定プラットフォーム事業者を介して国外事業者が行う消費者向け電気通信利用役務のみを対象

とする。国外事業者が提供する事業者向け電気通信利用役務は、特定プラットフォーム事業者を介して行われた場合にも、

引き続き役務提供者側では不課税であり、リバースチャージが適用され、受益者が特定仕入れを課税することとなる。 

対象となる取引は、国税庁長官が指定する特定プラットフォーム事業者を介して行われる消費者向け電気通信利用役務に

限られる。特定プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称等はインターネット等を通じて公表される。この指定
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制度は、プラットフォーム事業者と国外事業者の両方が納税するなどの事例を回避し、予見可能性に配慮するための措置で

ある。 

また、特定プラットフォーム事業者を介してその対価を収受するものに限定されており、プラットフォーム事業者が決済に関与しな

い場合にはみなす規定の対象外となることがうかがえる。しかしながら決済関与を適用条件とした場合、消費者が選択する

決済手段に納税義務の所在が左右され、上述の予見可能性が担保されないこととなるため、更なる検討が必要である。 

 

＜イメージ＞アプリストアを通じてオンラインゲームを配信 

 

【出所】「国境を越えたデジタルサービスに対する消費税の課税のあり方に関する研究会 報告書」（財務省）1 頁を参考に

作成 

 

3) 特定プラットフォーム事業者のコンプライアンス 

プラットフォーム事業者は、その課税期間において国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利

用役務の対価の額の合計額が 50 億円を超える場合には、その課税期間に係る確定申告書の提出期限までにその旨を国

税庁長官に届け出なければならない。国税庁長官の指定を受けた特定プラットフォーム事業者は、国外事業者に対してその

旨を通知しなければならない。確定申告書には対象となる金額等を記載した明細書の添付が義務付けられる。 

その課税期間において国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の対価の額の合計

額が 50 億円を超えるプラットフォーム事業者に対象を限定し、相当の範囲のプラットフォーム事業者を対象としつつも、プラット

フォーム事業者の税務コンプライアンスや事務処理能力に配慮している。明細書に記載が求められる具体的な内容については

今後検討がされるものと思われる。 

4) 施行期日 

上記の改正は令和 7 年（2025）年 4 月 1 日以降に行われる電気通信利用役務の提供について適用される。特定プラッ

トフォーム事業者の指定制度に係る事前の指定及び届出については、所要の経過措置を講ずるものとされている。 

経過措置の具体的内容は明らかではないが、仮に、プラットフォーム事業者の事業年度が暦年である場合、令和 7 年

（2025）年 4 月 1 日以降に行われる電気通信利用役務の提供についてプラットフォーム自身が納税義務を負うと仮定す

ると、特定プラットフォーム事業者としての指定はそれ以前に行われなければならない。このため、プラットフォーム事業者は、令

和６年度の国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う電気通信利用役務の提供の対価に基づき届出を提出するも

のとするのか、明らかではない。 

なお、以上の内容は大綱に基づくものであり、実際の適用に当たっては、令和 6 年 3 月までに成立が見込まれる関連法令

等を確認する必要がある点に留意されたい。 

 

2. プラットフォーム課税導入の背景 

プラットフォーム課税の提案の背景には、大規模なデジタルプラットフォームの日本経済における存在感の急速な拡大がある。

デジタル市場の成長の勢いは凄まじく、アプリの市場規模は令和６年に５兆円強にも達するとの予想されている。プラットフォ

ームを介して数多くの国外事業者が国内市場に参入している中で、国税庁は国外事業者の捕捉や調査・徴収に課題を抱え

ている。プラットフォーム課税の導入は国外事業者に係る消費税の課税の適正化に大きく貢献すると見込まれる。また、消費

者向け電気通信利用役務にとどまることなく、プラットフォーム経済から生じる消費税の課税に関する課題に立ち向かう大きな

一歩となることが期待される。 
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過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 

www.deloitte.com/jp/tax/nl/japan 
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